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子ども・子育て会議における部会設置について（案）

　子ども・子育て事業計画の検討にあたり、専門的に検討することを要するため、小金井
市子ども・子育て会議条例第８条の規定に基づき部会を設置する。

子どもと子育て家庭を支援するための
総合的な計画の検討

①

地域子ども・子育て支援事業の「提供
体制の確保の内容」等の検討

②

部会長及び部会員は、本体会議
の会長による指名（条例第８条
第２項及び第３項）

③
教育・保育の「提供体制の確保の内
容」等の検討（部会の報告を受けて）

部会
（委員は子ども・子育て会議委員

から数名選出）

教育・保育の「提供体制の確
保の内容」等の検討

③

小金井市子ども・子育て会議 

（委員数：15名） 

報
告 


